
潟上市上下水道課

令和７年度 水質検査計画

水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水道における

水道管理の中核をなすものです。

潟上市上下水道課では、水道使用者のみなさまに安心で安全な水を供給するため

水質検査を的確に実施できるよう令和７年度の水質検査計画を策定しました。
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１ 基本方針

（１）水質検査は、浄水場などの系統を代表する蛇口（給水栓水）、及び原水で行います。

（２）水質検査は、水道法で検査が義務づけられている項目および水質管理上必要と

判断した項目について行います。

（３）検査の頻度は、水源の種類、検査する項目のこれまでの検出状況などを考慮し

て定めます。

（４）水質検査は、登録水質検査機関に委託して行います。

２ 水道事業のあらまし

給水状況は表１のとおりです。

表１ 潟上市上下水道課の給水状況（令和６年度末）

浄水施設の概要は表２のとおりです。

表２ 主要浄水場

給水人口 ２４，８３９ 人

給水戸数 １１，３６８ 戸

施設能力 １１，５５０ ｍ３/日

年間総給水量 ２，８８９ 千ｍ３

１日平均給水量 ７，９１４ ｍ３/日

１日最大給水量 ８，７９２ ｍ３/日

施設名 所在地 水源 浄水処理方式

天王鶴沼台浄水場 天王字下狼縁１－４ 浅井戸 急速ろ過（前塩素処理）

天王出戸第二浄水場 天王字細谷長根２１１－４ 浅井戸 急速ろ過（前塩素処理）

天王出戸第一浄水場 天王字細谷長根２１１－２ 浅井戸 急速ろ過（前塩素処理）

昭和浄水場 昭和大久保字北野街道下４９ 浅井戸 急速ろ過（前塩素処理）

天王児玉浄水場 天王字ハラヘ１８８－１ 浅井戸 急速ろ過（前塩素処理）



３ 水源から蛇口までの状況と留意すべき水質項目

（１）水源から浄水場までの状況と留意すべき水質項目

潟上市の水道は全て地下水を水源としております。

水源の状況と留意すべき水質項目は表３のとおりです。

表３ 水源の状況と留意すべき水質項目

浄水場では水源の水質状況に応じて、凝集沈澱・急速ろ過による浄水処理を適切に行い、

安全な水道水をお配りしています（各施設で処理方法は異なります）。

（２） 浄水場出口から蛇口までの間で留意すべき水質項目

浄水場出口から蛇口までの間で留意すべき水質項目は鉄、マンガン、残留塩素です。

貯水槽を経由している蛇口では、貯水槽の管理が不備な場所、残留塩素が減少したり、

水質が悪化することがあります。潟上市上下水道課では貯水槽の実態把握に努め、必要

な改善に向けて所有される方などに積極的に働きかけています。

４ 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度

（１）検査項目

潟上市上下水道課では、法令（水道法）で検査が義務付けられている毎日検査項目、水

質基準項目に加えて、水質管理目標設定項目について検査を行います。毎日検査項目は、

蛇口で毎日検査を行うことが法令で義務づけられている項目です。

水質基準項目は、基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目で、法令
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で定められた地点で検査を行います。なお、潟上市上下水道課では法令による検査の地点

以外でも水質管理上必要と判断した地点で行います。

水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道事業者が

水質管理上必要と判断した項目について検査を行うものです。

（２）検査の地点及び頻度

① 法令で義務づけられている検査

ア 毎日検査項目（表４を併せてご覧ください）

〔法令〕水道法施行規則第１５条第１項第1号イ

〔検査地点〕各浄水場の系統で主に末端の８箇所の給水栓で検査します。

〔検査頻度〕検査は、各箇所の測定受託者が１日１回行います。

表４ 毎日検査項目の検査頻度

定期的な水質検査

法令で検査が義務付け
られている項目

毎日検査項目

水質基準項目

水質管理上必要と判断
した項目

水質管理目標設定項目

項目 検査頻度/年 法令

色 365 回/年

水道法施行規則第１５条
第１項第 1号イ

濁り 365 回/年

消毒の残留効果
(残留塩素）

365 回/年



イ 水質基準項目

〔法令〕水道法施行規則第１５条第１項第1号ロ

〔検査地点〕各浄水場の系統で９箇所の給水栓で検査します。

〔検査頻度〕蛇口で検査する項目の頻度は、項目により異なりますが月１回または年４

回です。浄水場の出口で検査する項目の頻度は、年４回を原則としますが、

地下水または伏流水で検出濃度が低く、濃度変化も小さい項目については

年１回とします。

② 水質管理上の必要性から行う検査

ア 水質基準項目

〔検査地点〕蛇口、浄水場の入口、出口のうち、法令による検査の地点以外で検査を行

います。

〔検査頻度〕法令による検査の頻度とほぼ同様の頻度で検査を行います。

イ 水質管理目標設定項目

〔検査地点〕水質基準項目と同様の地点で検査を行います。

〔検査頻度〕水質検査基準項目とほぼ同様の頻度で検査を行います。

農薬類は、水源地域での使用実績を考慮して、使用量の多い時期にあわせ

て検査を行います。



５ 臨時の水質検査

次のような状況になり、水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行い

ます。

① 水源水質の著しい悪化や、水源に異常があった場合。

② 浄水処理の過程で異常があった場合。

③ 配水管など水道施設が著しく汚染されたおそれがある場所。

６ 水質検査の方法

毎日検査項目、水質検査基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査

方法（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等）により行

います。

７ 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は毎事業年度の開始前に作成し、上下水道課ホームページに掲載します。

主要な検査結果は、上下水道課ホームページにて掲載しております。

８ 関係者との連携

水質汚染事故や水系感染症の発症などがあったときは、厚生労働省や秋田県生活環境

部や地域振興局などの関係機関と情報交換するとともに、連携して迅速に対策を講じま

す。

また、水源における水質汚染事故発生などに対して、河川を管理する国土交通省、河川

上流域の県及び水道事業体とで組織された情報連絡網を活用して情報交換するとともに、

連帯した現地調査と適正な浄水処理を行い、水道水の安全性を確保します。

この水質検査計画についてのお客さまのご意見をお寄せください。

お客さまからのご意見は今後の水質検査計画作成にあたり参考とさせていただきます。


